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非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善 
の実現に向けて労働局長が要請を実施します 

 

 岩手県正社員転換・待遇改善等実現本部（本部長：岩手労働局長 永田 有）

では、岩手労働局と岩手県が一体となり、非正規雇用労働者の正社員転換・

待遇改善の実現に向けた取組を行っているところですが、今般、経済団体等

に対して正社員雇用や正社員転換等の状況を伺った上で、業界全体として正

社員転換・待遇改善の実現に向けた取組や気運の醸成に努めていただくよう

要請を行います。 

 

１ 本部長、副本部長による要請 

（１）要請先：岩手県商工会議所連合会 谷村 邦久 会長 

（２）日 時：平成３１年１月３０日（水）１４：００～ 

（３）場 所：盛岡市清水町１４－１２（盛岡商工会議所内） 

（４）要請者：岩手県正社員転換・待遇改善等実現本部 

        本 部 長 永田  有（ 岩 手 労 働 局 長 ） 

        副本部長 戸舘 弘幸（岩手県商工労働観光部長） 

 

２ その他の要請 

（１）要請先：岩手県商工会連合会 

一般社団法人岩手県経営者協会 

    岩手県中小企業団体中央会 

 （２）要請者：石原  房 子 岩手労働局雇用環境・均等室長 

    八重樫 浩文 岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室長 

 

 

 

※ 取材に当たってのお願い 

取材を希望される場合は、要請日の前日までに右上の照会先（担当：職業対策課長補佐 

 武藤）までご連絡をいただくようお願いいたします。 

 

 

【照会先】 

雇用環境・均等室 室 長 石原 房子 

雇用環境改善・均等推進監理官 菅野 浩之 

職業安定部職業対策課課長補佐 武藤 輝雄 

電 話 ： 019-604-3005 

ＦＡＸ ： 019-604-1533 

岩 手 労 働 局 発 表 

平成３１年１月２４日 



(参 考) 

  

岩手県正社員転換・待遇改善等実現本部について 

 

１ 目  的 

岩手県において、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善や「働き方改革」 

の実現に向けた取組を強力に推進するため、「岩手県正社員転換・待遇改善実現プ

ラン」の策定や、地域の経営者団体等に対する働きかけ、気運の醸成を図ることを

目的とする。 

 

２ 設置年月日 

平成２７年１０月２６日 

 

３ 構成メンバー 

  本部長  岩手労働局長 

  副本部長 岩手県商工労働観光部長 

       岩手労働局：総務部長、労働基準部長、職業安定部長、雇用環境・均等室長 

  本部員  岩手労働局：監督課長、職業安定課長、職業対策課長 

       岩手県：雇用対策課長、労働課長 
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（注）※は季節調整値、他は原数値

（参考１）岩手県における非正規雇用の現状（平成３０年１１月）

（１）有効求人倍率

岩手

１．１９

１．６３

全国

（２）新規求人数に占める正社員割合

正社員割合
（％）

正社員割合
（％）

全国

運輸業、郵便業

正社員の有効求人倍率

※ 有効求人倍率

０．９７

１．４９

建設業

全産業 １０，６９２

製造業

４，１４６

新規求人数
うち正社員
新規求人数

岩手

７５２ ３０４ ４０．４

サービス業

医療、福祉

生活関連、娯楽業

宿泊業、飲食業

卸売業、小売業

８３．７

１，２０８ ５７４ ４７．５ ５４．２

１，０８１ ９６５ ８９．３

１，３４７ ２９５ ２１．９ ２４．５

９０２ １４８ １６．４ ３１．６

４８２ １６９ ３５．１ ３９．３

２，００１ ８７３ ４３．６ ４４．８

５４．９

１，５７７ ４７４ ３０．１ ３７．６



２９年度 ３３５ ３６７，３８９ ５０ ２６，０８５

対前年度比 ＋12.4％ ＋26.3% ▲35.9％ ▲55.9％

７８ ５９，１３４

（参考２）正社員転換・待遇改善のための主な事業主支援策
（１）キャリアアップ助成金（正社員化コース）
 有期契約労働者等を「正規雇用労働者等に転換」又は「直接雇用」した事業主に対して助成

２８年度 ２９８ ２９０，８３４

※４ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該区分に転換等した場合

年度

キャリアアップ助成金
（正社員化コース）

人材開発支援助成金
（特別育成訓練コース）

支給件数 支給額（千円） 支給件数 支給額（千円）

（注）各年度４月～１２月の数値

【参考】

  → １事業所当たり９．５万円加算＜１２万円＞

（２）人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）
 有期契約労働者等に対して職業訓練を行った事業主に対して助成

（注）平成２９年度までのキャリアアップ助成金（人材育成コース）であること。

（３）利用状況

＋17.1%

４１ １９，６０１

対前年同期比

３０年度

２９年度 ２５６，８４４ ３５ １９，４１３

  → アとウの場合 １人当たり２８．５万円加算＜３６万円＞
※３ 支給対象労働者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、並びに若者雇用促進法に基づく認定
  事業主における対象者が３５歳未満の場合
  → アの場合 １人当たり９．５万円加算＜１２万円＞
  → イとウの場合 １人当たり４．７５万円加算＜６万円＞

ウ 無期雇用から正規雇用への転換等

イ 有期契約から無期雇用への転換等

ア 有期契約から正規雇用への転換等

  １人当たり２８．５万円＜３６万円＞

支給件数 支給額（千円）

  １人当たり２８．５万円＜３６万円＞

  １人当たり５７万円＜７２万円＞

 中小企業等担い手育成訓練
 有期実習型訓練
 一般職業訓練

 ＊ 訓練時間数に応じて１人当たりの限度額を設定
 賃金助成：１時間当たり７６０円＜９６０円＞
 Ｏｆｆ－ＪＴ・ＯＪＴ（１人当たり）

※１ ＜＞内は生産性の向上が認められる場合の支給額。また、額は中小企業事業主対象分
※２ 派遣労働者を派遣先で正規雇用又は多様な正社員として直接雇用する場合
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